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はじめに

かつてわが国では、 「社会福祉」は"少 数の恵まれない人々を援助 ・救済すること"と 思わ

れていた時代があった。 しか し現代では、"だ れでもが暮 しやすい、生 きがいの持てる社会を

つくること"が 「社会福祉」についての共通の理念 とな り、国民一人ひとりが福祉を自分の問

題として考えることが大切だといわれるようになって きた。そ して、高齢化社会の進展に伴 っ

て、社会福祉サー ビスの充実と多様化への要請は年ごとに高まってきている。

そこでは、従来の収容型の施設福祉中心の考え方から、福祉 コミュニティの創設のための在

宅福祉の理念なり思想が重要視されるようになってきた。国は、平成元年 「高齢者保健福祉推

進10力 年戦略」(い わゆるゴール ドプラソ)を は じめ、 「社会福祉関連8法 の改正」を行い、

在宅福祉サービスを各市町村の責任において実施するとともに、施設サービスと有機的に連携

しながら、0層 の充実を図るよう法体系の整備を行 った。

今後の要介護高齢者の増加 とともに、女性の社会進出や小家族化の進展は、こうした従来の

狭い社会福祉の領域だけでは対応 していけず、保健や医療サー ビスの充実な しに、この高齢化

社会を切 り抜けていくことは出来ない。また一方国民の多様化するライフスタイルに応えてい

くためには、 これ らのサービスを直接担 うことになるマソパワーの確保と養成が不可欠であり、

緊急の課題でもある。

はた して、マソパワーをどう確保 し、養成 していけるかは、21世 紀のわが国の将来を見 る上

で重要であると考える。

奈良県においても、平成6年 に 「奈良県高齢者保健福祉計画」を策定 し、今後はこの計画に

もとつ く実施の段階にさしかかっている。 しか し、マソパワーの量、質及び福祉理念の啓発の

3点 を総合 した視点からの保健医療福祉関係の人材確保にむけての対策についてはまだ十分に

検討されておらず、その具体策 も提出されていない。そこで、筆者は、できるだけ現地に赴き、

現場の社会福祉や保健医療に携わる人々と直接会い、イソタビュー し、また0方 では、県の社

会福祉協議会の協力により、さまざまな分野の専門に従事する人々の統計的な資料の検討を行っ
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た。

第1章 では、まず、なぜ今人材の確保(雇 用)の 問題が大切であるかという事柄について、

1)高齢社会の到来、2)国 の動き、3)マ ソパワーの人材の範囲、そして4)マ ソパワーの需要の見

通 しの4点 から検討を行った。

第2章 では、そのようなマソパワー対策の理念や考え方はなんであ り、また国、県、市町村

の役割はどこにあるのかという点についての筆者なりの考えをまとめてみた。1)マ ソパワー対

策の理念、2)国 、県、市町村の役割分担及び行政と民間の役割の2点 から考察 してみた。

第3章 では、それでは、より具体的な対策や課題はどのようなものであるのかについての検

討のまとめである。1)マ ソパワーの絶対量等の確保、2)マ ソパワーの資質の向上 とあるべき専

門職像、3)福 祉マイソ ドの啓発 と市民参加の3点 から検討 した。

第1章 なぜ今人材の確保(雇 用)の 問題 が大切か。

1)高 齢社会の到来

わが国の老年人口の割合は、厚生省人口問題研究所(平 成4年9月)の 「日本の将来人 口

推計」によると、平成2年 に12.1%で あったものが、10年後の平成12年(20∞ 年)に は、17.

0%、 平成32年(2020年)に は、25.5%に なると見込まれている。 また、老年人口の総数 も

平成2年 の1,490万 人か ら平成12年 には2,170万 人、平成32年 には3,270万 人に達すると見込

まれている。1)

なお、平成2年10月1日 の国勢調査によると、本県の老年人口は、493,384人 で高齢化率

は11.6%で あ り、全国水準 と近いところにある。2)しかし本県の場合少 し郡部に入れば高齢

化率がすでに20%を 超えているところがあり、都市部と郡部 との格差が 目立つ。いずれにせ

よわが国および本県の高齢化は、他の先進国に例の見 られない速 さで高齢化が進行 してお り、

その要因として、平均寿命の大幅な伸び、女性の高学歴化や社会進出などを原因とした出生

率の低下等が指摘されている。

本格的な高齢化社会を迎え、増大する何等かの援助を要する高齢者や障害を受けて人に対

する保健福祉サービスの体制づくりとサー ビスを提供する 「人」の確保は、出生率の低下等

による将来の労働力供給不足の予測 も踏 まえなが ら検討す ることが求め られており、加えて

平成5年 度からの老人保健福祉計画の実施とも密接な関係をもつきわめて緊急的な課題であ

る。

2)国 の 動 き

国は21世 紀の高齢社会に講ずべき施策の 目標水準として、 「高齢者保健福祉推進十か年戦

略(ゴ ール ドプラソ)」 を平成元年12月 に策定 した。 ゴール ドプラソの実現に向けては、保

健医療福祉マソパワーの確保を図る必要があ り、平成3年3月18日 に厚生省に設置された保

健医療福祉マソパワー対策本部より保健医療福祉分野の人材確保について 「中間報告」が出

されている。3)「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」、 「社会福祉事業及び社会福祉

施設職員退職手当共済法の一部を改正す る法律」が制定され、人材の確保の促進等の諸事項
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について、基本指針が制定 されることとなった。 これによりホームヘルパーについては、要

援護老人に対する在宅福祉サービスの重要な担い手 として、新たに退職手当共済制度の対象

にするなど、法上の整備が進められている。

平成5年5月 には 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」が公布 された。0

方、具体的な対策 としては、平成5年 度より介護福祉士等修学資金貸付事業の創設、中央福

祉人材セソター運営事業の創設が予定されている。また、平成5年3月 には中央社会福祉審

議会から 「社会福祉事業に従事する者への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指

針」 とい う答申が提出され、国はその答申を受けて、平成5年4月 基本的指針を告示 した。

そのなかでは保健医療福祉にかかわる広範な人材の確保に焦点が合わされており、その実現

を推進する基本的姿勢が示 されたところである。4)

3)マ ンパワーの人材の範囲

はたしてマソパワーとはどのような範囲の人々をさすのであろうか。筆者はかねがね国や

各市町村が出 しているマ ソパワー対策の資料等を見ていて、マソパワーとはまさしく現業の

最前線で働 く、ホームヘルパーや看護婦はじめ保健婦等の専門職員のみを対象に しているこ

とに懸念 していた。つまり保健医療福祉の現場で直接働 く職員確保のみ(量 的側面)に 目が

奪われ、現業職員の育成(質 的側面)や スムーズな人事管理、や調整役 としてのマネージメ

ソトカや コーディネイショソ的な役割(関 係的側面)を 担 うべき管理 ・運営側の人材確保と

育成がとかく見失いがちになっていなかったのではないかと懸念 していた。

今回筆者はマ ソパワーの人材の範囲については以下のように行った。つまり、サービス内

容と職種内容とに区分 して整理 してみた。保健医療福祉領域の職種や業種については、現在

恐らく50種を超えるものと思われる。 ここで取上げるマ ソパワー問題とは、管理業務や指導

業務両方含めた人材の問題として取 り扱 う点、従来の視点と異なっている。(表 一1及 び図

一1参 照)

筆者の見る所では、現業職員の量的な実施計画よりも、より重要視 しなければならないの

は、そうして現業職員の育成指導や管理を行 う調整役 としての行政内部や社協職員 自身の保

健医療や福祉に対する労働価値観の見直 しや、それらを育む実際のゆとりある職場環境の構

築発展にあるとみている。それはつまり、今後いくら有能なホームヘルパーが確保され よう

とも、それらの人々のやる気を支え、見守 り、福祉事業に携わる職員としての誇 りやや りが

いを共に共感 し合い、諸々の現場の矛盾をそれら現業職員の声をよく聴 き、整理 し、 「ひと」・

「もの」 ・「かね」の調整能力に秀でた管理職員がいるかいないかで、保健医療や福祉のサー

ビスの質は大 きく異なって くるからである。

そのようなア ドミニス トレーショソ能力に秀でた職員の確保の問題は重要な課題として今

後 とも探究 していく必要があろうが、ここでは現時点でのさしせまった超高齢社会での県民

ニーズに添 うだけの量的な面での現業職員の確保と、その育成の問題 と課題に焦点を置きな

がら検討 してみたい。本稿ではまず量的な側面の問題について、主要な職種の今後の需要の

見通 しについて検討 し、後半は質的側面に目を置きながら、具体的な施策のあ り方 について
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考 察 して み た い。

〔表 一1〕 医療保健福祉関係専門職(児 童関係を除く)の
サービス内容と職種区分

主として業務の管理、
マネージメソトを担

当す る業

主として対象者のニー
ズ相談や生活の助言・

指導等を担当する人

主 として対象者 に直
接 的 に種 々の処 遇

(サー ビス)を 行 う
職員

コー デ ィ ネー トサ ー

ビス

(相談 ・助 言 ・指 導 ・

育 成)

管理職員

施設長 ・事務員

サービスコーディネーター

(ケース ワーカー等)

生活指導員、栄養士
PT(理 学療法士)
OT(作 業療法士)
ST(言 語治療士)

作業指導員
職業指導員

介護 ・介助 ・その他
の 日常生活上の支援

サービス
介助員(介護福祉士)←卜介助員

←修寮 母

←Hホ ー ム ヘ ル パ ー

←欄 理 員

看護サー ビス ←

E-一

保 健 婦

看 護 婦

>

>

← 一一 → 重複領域を示す

〔図一1〕 組織論か らみた職種区分の構造と機能
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4)マ ンパワーの需要の見通 し5)

今回奈良県が出 した保健福祉計画を基に、将来の福祉サービスに要する人材の需要の見通

しについて検討 してみたい。

老人福祉施設等の整備に当り、今後は老人ホーム等社会福祉施設従事者の量的確保ととも

にその資質の向上が極めて重要な課題になっている。このために県及び老人福祉施設協議会

では、新任職員等の研修、痴呆性老人処遇技術研修、福祉研修セソター(県 社協)で は、介

護福祉士試験準備講習会、社会福祉主事認定講習会、福祉人材セソター等では、新人マソバ

ワー育成などの研修を行い、人材の確保 ・養成及び福祉従事者の現任訓練等を実施 している。

平成11年度には、特別養護老人ホーム約400人 、ケアハウス約500人 、デイサービスセソター

約400人 、在宅介護支援セソター約200人 、合計で約1,500人 の直接処遇に当たる職員の確保

が必要 と見込 まれている。

社会福祉士は平成5年1月 現在、全国で1,908人 、本県で23人 が資格を取得 している。介

護福祉士は平成4年4月 現在、養成施設が137校 、定員6,688人 で、平成5年1月 現在、全国

で23,881人 で、本県で182人 が資格を取得 している。本県では、養成施設が1校(関 西国際

社会福祉専門学校、2年 制、1学 年定員40人)で ある。 目下県立榛原高等学校に福祉科(1

学級)を 新設 し、福祉科を卒業すると 「介護福祉士」の受験資格が得られるようにしている

ところである。

今後の人的確保で特に重要な職種はなんと言ってもホームヘルパーの確保 と育成である。

本県では、平成3年 度の575人 から平成11年 のゴール ドプラソの最終年度までに1,200人 の確

保を計画 している。(表 一2参 照)今 後ホームヘルパーに対する需要の多様化が十分予測さ

れ、その中で早朝、夜間、休 日におけるサービス供給体制をどのように講 じていくかが重要

な課題となって きている。ホームヘルプサービスチーム運営方式が導入 され、本県でも4年

度から開始 しているが、この方式は、登録ヘルパーを積極的に活用することにより、幅広い

時間帯にわた りサービスを提供することが求められているところである。

表一2ホ ームヘルパーの設置 目標(単 位 人)

区 分 11年 度 設 置 目標

北 和 510

中 和 510

南 和 ・'
・

県 全 体 1,200

出典:奈 良県老人保健福祉計画1993年
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今後の在宅福祉重視のなかで、保健婦の占める役割は益々重要になってきている。現在保健

婦1人 当 りの人口は、北和圏域が10,768人 、中和圏域が8,628人 、南和圏域が、7,157人 で県全

体では、9,360人 である。(表 一3参 照)平 成11年 度には人口約6,000人 当り1人 の保健婦 とな

るよう(県 全体で65人)検 討されているところである。(表 一4参 照)

表一3市 町村における保健婦設置状況(単 位 人)

区 分

3年 度 設 置 状 況

現 員 数
保健婦1人当たりの

担 当 人 口

北 和 W 10,768

中 和 67 8,628

南 和 14 7,15?

県 全 体 147 9,360

出典:奈 良県老人保健福祉計画1993年

表一4市 町村における機能訓練・訪問指導保健婦設置目標(単 位 人)

区 分 11年 度 設 置 目標

北 和 32

中 和 28

南 和 5

県 全 体 65

出典:奈 良県老人保健福祉計画
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看護婦(士)の 確保については、平成11年 度までに現在の6,700人 から11,400人 の設置目

標を掲げ、 目下その人材確保にあたっている。(表 一5及 び表一6参 照)そ の他にも理学療

法士及び、作業療法士の確保 も今後の リハビリテーショソの充実にはな くてはならない人材

養成の分野である。

表一5看 護婦(士)の 設置 目標数(単 位 人)

区 分 11年 度

総 計 11,400

内

数

老 人 保 健 施 設 192

老 人 福 祉 施 設 237

訪問看護ステーショソ 165

出典:奈 良県老人保健福祉計画1993年

表一6看 護婦(士)の 就業状況(単 位 人)

区 分 3年 度

年 度 当 初 就 業 者 数 6,700

県内養成所卒業者就業者 569

ナー ス セ ン ター再 就 業 者 225

出典:奈 良県老人保健福祉計画1993年

このような量的な需要に対す る対応はあ くまでも新任職員に対する手厚い指導や励ましを

行いつつ、それらの人々を調整 していける中堅職員の資質の向上があってこそ成 り立つもの

であることを決 しておろそかにしてはならないと筆者は考えている。量的な目標確保に振 り

回されず、着実な人的育成を今 こそ県は本気になって考えていかなければならないと考える。

第2章 マンパ ワー対策の理念 と考 え方

1)マ ンパワー対策の理念

一般に、福祉サービスの質を問われる時は、それはサービスの利用者に対するものであっ

て、サー ビスを直接提供する側の 「福祉」は後回しにな り勝 ちであったことは否めない。い

うまでもなく、サービスの受け手である利用者を中心に検討されるべきであるが、そのよう

なノーマ ライゼイショソ思想の延長線上にあっては、見方をかえれば、サービスを提供する
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側の労働条件等の改善に関わる事柄を考えてい くことは、ひいては利用者にとっても質の高

いサービスを受け取ることになり、きわめて、見逃せない重要課題である。

したがって、今日のサービスの普遍化の時代にマッチしたサービス提供者の適切な労働環

境づ くりは、人材の量 ・質両面における確保策の基本 と考 えられる。そうした観点から給与

面の待遇改善、休暇の とれる職員数、落ち着いた清潔感ある職場、や る気のでる雰囲気づく

りなど、保健医療福祉分野で働 く人々が経済的、時間的、空間的さらには精神的にも 「ゆと

り」の持てる魅力ある労働環境の整備のための研究や開発を早急にすすめることが必要であ

ろう。

保健医療福祉はどのような種類のものであれ、広い意味では、地域の資源であることから

施設の地域での役割をより一層明かにす るとともに、施設のもつ情報や人材及び専門的機能

を地域に開放 し、地域の活力を吸収 し、地域に還元する交流を通 じて施設及び職員の社会的

なイメージアップに努めることが重要である。このような取 り組みにあたっては、民間社会

福祉施設等 自身の努力のほか、行政が積極的に関わって支援二してい くことが求められている。

社会福祉施設の0部 には、社会制度として未整備な時代の名残 りか ら家族的経営のイメー

ジがあるといわれている。良い意味での家族的雰囲気を大切にしつつ、施設経営及び運営管

理の合理化を図るとともに、施設長等運営管理能力や専門性の向上を図る必要がある。なお、

福祉施設は一般に圧倒的に女子職員が多い職場であ り、女子職員が働 き易い環境整備に特に

留意す ることも肝要である。また、 「福祉は人な り」といわれるごとく 「人手」が中心では

あるが、今後はヒューマソサービスの心を活か しつつ、性能の優れた介護機器や コソピュー

ター等の導入 ・活用を図ることも0方 で重要で、これらの整備に関する行政の支援も今後益々

必要 となって くるであろう。6)

2)国 ・県 ・市町村の役割分担及び行政 と民間の役割

福祉人材の基本となる法上の整備をは じめ、措置費制度や財源の負担区分の基準や職員の

配置基準等全国的に共通す る施策、あるいは養成施設の整備、奨学資金貸付制度、さらには

施設体系や施設建設費の補助等、広域な対応を必要とする基盤整備に属するものについては、

国及び県、とりわけ国の役割が非常に大きいと考えられる。それにもう一一つ加えるならば、

保健医療福祉関係職員の待遇改善のための緊急処置を講ずる責任が国にあると言える。具体

的には、特別立法措置のような対応を講 じなければマソパワーの確保は困難であると考える。

市行政においては、主に在宅福祉事業における具体的な条件の整備を図るとともに、国 ・

県の施策を市町村の地域特性に合わせて、多様化する福祉保健ニーズに対応できる個々のサー

ビスの質の維持 ・向上に直接的に寄与す るものなど、国 ・県制度、施策の補完的な施策のほ

か、地域に密着 した先駆的な事業にも取 り組むことが必要である。筆者は奈良県宇陀郡菟田

野町にて、延べ2年 にわたり、郡部型の保健福祉供給システムのあ り方について研究を行っ

てきた。7)奈良県では行政の保健医療及び福祉に関する取 り組み方は、 きわめて前例を重視

する傾向があり、各市町村での特色ある先駆的な事業への取 り組みには多 くの時間的な配慮

が必要な所であると思われた。県は今後の市町村への対応において、より柔軟で迅速な対応
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が期待されるところである。

一方、サービス利用の面からは、公的施策として行 うサービスの公平性や安定性だけでは、

対応 しきれないニーズも多 く、む しろ民間の創造性 ・効率性を活かした民間福祉活動や利用

者が多様な商品を選択で きるシルバーサービスが必要となろ う。8)こうしたなかで行政の役

割は、消費者である県民が安心 して商品を選べるよう、情報を収集 し提供できる体制づ くり

とシルバーサービス産業の健全な育成に向けて、連携、協働、支援の具体化を検討すべきで

ある。

また、マソパワー対策を考えるとき、ボラソティア活動を無視 して論ずることはできない。

本来、ボラソティア活動に携わる人々は福祉サー ビスを提供する専門職員とは区別 して考え

るべきであるが、高齢社会を地域や市民 レベルでともに支え合 うという重要な視点を無視で

きるものではない。ボラソティア活動を本来公的責任で実施すべき事業 ・施策の担い手とし

ての戦力として位置づけることではなく、暖かみと活力にあふれるまちづ くりを目指 してい

くには、市民の主体的意識に基づ く、多世代にわたる住民参加が不可欠であると考える。行

政、とりわけ市町村行政においては、その基盤や条件整備に格段の配慮がなされるべきであ

る。ただし、人間関係にまつわる事象や情緒、価値観 といったプライバシーにかかわる部分

や個人的な領域については、行政が直接関与 しないのが原則であることはいうまでもない。

第3章 具体的な対 策 と課題 について

この章では、保健医療福祉に関わるマソパワーの確保 とその養成についての前項までの分析

を踏まえ、そのためのより具体的な対策 とその課題について三つの視点から検討 してみたい。

0つ はマソパワーの絶対量の確保について考えられる具体的な対策であり、二つ 目は、マソバ

ワーの資質の向上 とあるべき専門職像をめざして現在県がどのような対応策が可能かどうかに

ついて検討 してみた。そ して最後にこの問題は、行政や社協だけの問題ではな く、県民0人 ひ

とりの社会福祉に対する意識の変革にかかっていることについて、筆者なりのそのための提言

や意見をまとめてみた。

(1)マ ンパワー絶対量等の確保

マソパワーの絶対量の確保はマソパワー対策の最重要課題である。短期的に実施可能な施

策は、なるべく早 く講 じられる必要がある。また、中長期的には、保健福祉サービスの量的

拡大と質的向上をめざして、計画的に取 り組 まれるべ きである。マソパワー対策の総体的な

推進を支えるものとして、県や市行政 自身の課題についての解決は当然のことと考え、総量

として比重が大きい社会福祉法人等の職員に注視 していく必要がある。以下、これ らを踏ま

えて筆者な りの試案を提示 してみたい。

[1]資 格 ・免許職の養成と定着の促進

資格 ・免許職の範囲とは保健婦、看護婦、理学療法士(PT)、 作業療法士(OT)等 、

介護福祉士、社会福祉士等である。現在県下の介護福祉士養成校は、1校(定 員40人)で

あるが、量的確保のためには不充分であり、早急に国 ・県などによる施設整備の拡充が望
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まれる。また、県内の短期大学等に介護福祉養成 コースの新設を働 きかけることも一案で

あるが、その際には県内の施設への就職とか在宅マソパワーとしての雇用 という点に着 目

して、県が一定の補助を行 うことも必要であろう。

目下県立医科大学付属看護専門学校が将来看護短期大学に昇格 される計画があるが、で

きれば看護 と介護 に関する教育研究セソター(仮)の 機能をもった機関が併設され、県下の

在宅保健医療福祉の研究教育や研修活動の中枢的な機関として設置され、県社会福祉セソ

ター(畝 傍御陵前)と の連i携でもって、保健福祉の人材情報と、マ ソパワー育成のための

有益な研修機関となることを期待 したい。

また介護福祉士や社会福祉士就学のための資金援助制度が、平成5年 度 より国の補助事

業として新設 されているが、県において も独 自の制度 としてさらに有利な誘導方策を実施

していく必要があろ う。

筆者は今後介護を要する高齢者の増加が予想 されるなかで、ホームヘルパー等の介護系

職員の量的確保は最重要課題であると考えている。結局在宅福祉の要はホームヘルパーで

あるということに我々市民は早 く気が付かなければならない9)。

すでに職員の身分を有す る者への資格取得のための講習 ・学習経費等の大幅な助成が考

えられているが、より多 くの人々の参画を促せ られる施策を講 じる必要がある。

[2]登 録 ・斡旋等の促進、情報の提供 と充実

目下奈良県では県社会福祉協議会内に 「福祉人材セソター」で もって福祉人材バソクの

有効活用に利用 されているが、充分に機能 しているとはいえない。今後は、県下の名実 と

もに人材情報のセソターとして機能 していくための開発研究がなされなければならないと

ころである。そのためには各種の研修機能 と人材の受給調整機能、また筆者の考えではそ

れに教育(研 修)研 究機能 も兼ね備えた機関として構築 していき、積極的な県下の情報発

信中枢機関となる必要が迫 られている。

[3]待 遇改善の必然性

福祉関係施設の仕事のなかで特に介護業務等に関 しては、一般的に3K(キ ツイ、危険、

汚い)職 種、とのイメージで受け止められている。また じっさいに給与体系 もばらばらで

民間と公との格差 も現存 している。ある新聞では福祉系学生の福祉離れは、施設における

実習が施設で働 く意欲の芽を摘んでいるとして、その三つの原因をあげている。すなわち

①労働時間が長 く、休 日が少ない、②給料が安い、③仕事がきつい。先ほどの3Kと 違っ

て、休 日、給料、きついとい う3Kで 福祉関係施設で働 く人々が集まらないと報道 してい

る。特に給与の問題は、この新聞では地場企業でも施設よりも三万円高く、大企業ではさ

らにその差が大きいと指摘 している。10)また措置費の内容から多 くの施設は、管理職は園

長のみで、他は、指導員、保母、寮母といった職種で、いかに年数を経ても、肩書きもな

く、給料 も毎年のベアの改訂があるだけという状況が現存 している。筆者は国民的な課題

として、人事院のような機関を設け、政府に対 して給与、労働条件等の勧告を行い、年次

計画として、きちんと実施される特別の立法措置を講 じなければ、マ ソパ ワーの確保は困
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難であると考 えている。

国の動 きを待つまでもなく、早急に県 として講 じなければならない対策は、在宅介護職

員(ホ ームヘルパー等)の 待遇改善と民間社会福祉施設職員の待遇改善のための緊急処置

を講 じなければならないと考えている。具体的には、給与改善助成、職員に加配助成、退

職手当共済事業への補助を県や市町村独自の補助制度 として検討 していく必要がある。

[4]労 働環境等の改善

筆者はこの研究をは じめる際に、県下のさまざまな保健医療及び福祉関係職についてい

る人々とのイソタビューは じめ、実際にホームヘルパーの協会や、民間福祉団体の代表者

との懇話会に参加 した り、保健婦学院や県立医科大学付属看護学校等の非常勤講師をしな

がら、さまざまな生 きた情報収集を行ってきた。多 くの面接調査の中で、ほとんどの人々

が少 しばかりの給与の改善よりも、今の職場に於ける専門職としてのアイデソティティー

を認めてもらえる方がよほどましであると述べている。つまり 「私は一人のホームヘルパー

であ り、きちんとした専門職として認めてほしい、そしてきちんと個々の名前で上司から

呼んでほ しい」と言 うのである。あるケースでは、女性職員に対する呼称が女性差別にあ

ることに上司が気が付かないことが しば しばあるようである。 これは、看護婦 しか り、助

産婦 しか り、保健婦しかり、すべての面接 した福祉医療保健関係職の人々から聴かされた

ことであった。福祉というきわめて、人の 「命や心や体」と直接関わり、人格 と人格の接

触を要求される就業現場は、それを実践す る者の立場に立って、支援 して くれる同僚や、

なによりも福祉の事を理解 している上司がいるかいないかですべての評価が下 されている

と言っても過言ではないことを今回のフィール ド調査(面 接調査)で 知 らされた。

また、実際に現業に携わっている人々の多 くが女性であることから、子の養育と、家事、

それに夫の親が倒れた場合の介護 と女性をとりまく社会生活環境はきわめて男性にくらべ

てハソディが多いことも現実である。福利厚生事業の充実 ・福利厚生施設の整備、とりわ

け保育所の保育事業の充実は今日早急に手を打たねばならない点であろう。そのためにも、

目下労働省が中心になってすすめている、週40時 間労働の徹底、育児有給休暇や介護休暇

制度のより徹底 した実施を推進 し実現させていかなければならない。またそれに加え、職

場に於ける省力化のための整備補助の拡充 として、介護機器や事務機器の導入、共通事務

の共同化の検討等、さまざまな職場内でで きる改善策の研究検討を県が率先 して提示 して

い く必要がある。

(2)マ ンパワーの資質の向上とあるべき専門職像

マソパワーの資質の向上のためには、筆者は少なくとも三つ条件が個々の人々に備わって

いなければならないと考えている。まず一つはその職業にたいするスペシャリティ(技 能等

の能力)が どれだけその人は持ち合わせているかである。二つ目は、その職業にたいするプ

ロフェッショナ リティ(プ ロ精神とそれを支える信念)が どれだけあるかである。これら二

つが今までの専門性を構成する二大要素であったが、筆者はそれ らにもう一つ大切な専門性

を構成する要素を掲げたい。それは、その職業に対するアイデ ソティティ(帰 属感や誇 り)
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である。その人が自分が選んだ職業をどれだけ誇 りに思っているかどうかが大切である。こ

れら三つの要素がその人のなかにバラソスよく調和されて こそ一人前の専門職業人と言える

のではないだろうか。(図 一2参 照)

[図一2]

ス ペ シャ リテ ィ

(特殊 性)

フ ロ フ ェ ッシ ョナ リテ ィ

(専 門 性)

個々の職場における役割はそれぞれのスペシャリティによって異なっている。 しかし、お互

いがプロであるという自負心がなければ仕事はおのずからきちんとした評価を受けることは

で きない。ましてやその仕事に対する誇 りや生きがい観を失った場合、そこにはサービスを

受ける対象者との間に何の人間的なふれあいなど存在するものではない。 これは次項で述べ

たい 「福祉マイソ ド」の啓発 とも関連するが、現実に今回の聞き取 り調査をしていて、実際

に多 くの人々からの指摘は、現場を知 らない職員(多 くは上司である)が 社会福祉関係職員

に多いとい うことである。どういうふうに現場を知らないかというと、人間に対する援助 と

い うものは、利用者中心の、利用者の心理的、感情的な曲折というものについての理解が必

要であるにもかかわらず、それに対 して、そ うした共感をペースにした理解的態度がいかに

対象者の心理的安定につながるかを知 らない人々が社会福祉現場にいかに多 く存在している

ということである。

筆者は奈良県の郡部の保健福祉計画の策定にかかわるなかで、21世紀のそのまちやむらを

支える若い世代の人々の人材育成 こそがもっとも重要であると身にしみた。(図 一3参 照)

この 「人づくり」に関す る具体的な対策はなにも講 じられようとされていないのに驚いてい

る。保健 も医療 も福祉 もそして教育研究も 「人に始まって、人に終わる」。そうしたマソバ

ワーの専門性の向上の視点から、筆者は行政職員、民間福祉施設職員の職種別、階層別、専

門別、課題別、資格別 といったさまざまな領域ごとの 「研修事業」の重要性を指摘 しておき

たい。そして、ぜひ強調 しておきたい点は、課題別の研修の際の多階層、多職種間のいわゆ

る 「異業種交流型の研修」の大切さである。実際のサービス調整会議やケースマネージメソ

トなどは、異業種組織間の交流(ネ ットワーク)そ のものであるからである。そのためにも

県はより具体的、実践的な異業種交流に関わる施策やプログラムを提示する責任がある。そ
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[図 一3]保 健 福 祉 計 画 に お け る 「ひ とづ く り」 の 施 策 の 例

一 奈 良 県 宇 陀 郡 菟 田野 町 の 場 合 一

菟 田野 町21世 紀 へ の展 望
(保健医療福祉総合計画の具体的な掩策)

「開放セソター活用事業」

「小地域ニーズキャッチシステム(絆 システム)
の構想(福 祉推進員制度の充実)

「健 康 づ くり推進 委 員会 」 の充実

(サー ビス調 整 委員 会)

「有償福祉活動(絆 賛助会員)」

の促進

総合的な保健医療福祉ゾーソの創設

社会福祉協議会の充実

福祉バス等の完備

住宅改造計画の促進

生活環境の改善施策

生きがいづくりの促進

「高齢能力活用事業」の具体化施策

福祉教育施策の充実

行政職員のボラソティア活動の充実

保健福祉職員(マ ソパワー)の 充実

介護看護職員の待遇改善

れ以外の施策としては、例えば、海外派遣研修への参画と中長期派遣研修代替職員の確保、

ホームヘルパー等に対す る研修制度の実施の充実、民間社会福祉施設職員の研修の拡充など

を実施 しながら、専門職員にマネージメソ ト能力を高めていく必要があると考える。

(3)福 祉マインドの啓発と市民参加

障害をもつ人々が、企業や役場でいきいきと働き続けることが出来ない理由は、その社会

が障害に対する見方が充分洗練 されていないからである。現在 も、 「障害者」と 「健常者」

という見方が存在 しているが、筆者の考えでは、その関係は、 「現在障害を持っている人々」

と 「将来障害を持つであろう人々」 という関係から見て行 く必要があると考えている。その

ような関係から 「障害」の問題を考えたとき、は じめてその社会がほんとうに 「豊かな社会」

になるのではないだろうかと考える。
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ここでは、保健医療福祉マソパワーの確保(雇 用)と 育成がテーマであるが、とか く援助

する側の人間の問題と、援助される側の人間の問題 とい うように、区別 して考えてきた。実

はそ うではなく、この問題は、マソパワーとは確かに保健婦や看護婦はじめ要援護状況にあ

る高齢者や障害者を支えるホームヘルパー等のいわゆる 「専門職」に焦点をおいて論述 して

きたが、この問題を突 き詰めれば、仮にそのような 「専門職」を質 ・量ともに充実させ得た

としても、前述 したような 「共生社会」の理念のもとに、障害をかかえる人々同士がお互い

に 「助け合 う」といった 「人間性の成熟」な しに、この問題の本質的な解決はありえないの

である。マ ソパワーの確保や育成は実は小手先の施策やその場 しのぎの制度改革からは真の

解決にはつながらないのである。

それほど現代社会にとって 「福祉」 とい う二文字は、その社会の質を問う時の重要なキー

ワー ドなのである。従来、産業社会の原理のなかでは、生産と消費、 また資源を活用 して利

潤を上げることといった経済学の論理がその基本原理であった。その産業社会の研究 も現代

では人間性の探求をぬきにしては考えられなくなってきた。21世 紀は、企業 も大学 もその基

本理念に 「福祉マイソド」の哲学や理念がなければ、組織体または企業体 として成 り立たな

くなってきたのである。例えば、ノーマライゼーショソの思想、フィラソスロピー(企 業の

社会的貢献)、 生活の質(QOL)の 理念等々といったものがそれぞれの組織体のなかで成

熟 させることができるかどうかでその組織体の運命が決められると言 っても過言ではないと

筆者は考えている。

今県が実施すべき重要な施策のひとつは、筆者の考えでは、 「県民一人ひとりがボラソティ

アである」 ことを率先 して運動することであると考えている。県民の意識変革のための分か

りやすい施策が必要である。つまり、健康 ・福祉に関するイメージアップにつながる保健福

祉情報の提供のあり方の研究がもっと必要になって くる。またそのためには、多世代への福

祉教育 ・啓発に関わる施策の充実が求められよう。

奈良市のボラソティアサロソは、ボラソティアをしたい人とボラソティアを捜 している人

との出会いの場 として、2年 まえから筆者等が中心になって、市のボラソティアセソターで

開いているが、最近では退職 した人々や、定年を数年後に迎え、地域でいきいきと老後をお

くるための準備 として参加する男性が多 くなってきている。 このような、肩書社会からの開

放や産業社会の原理から開放され、残された人生を、ひとりの人間として有意義に地域や個々

人のネットワークの領域で活発に暮 らして行ける中高年のためのライフプロデュース充実の

ための具体的な施策の研究が今後行われてい く必要があると考える。

真に保健医療福祉マソパワーを充実 させてい く近道は、市民が保健医療福祉の現場の理解

と、やがて自分自身の老後を豊かに送るには、自分だけの問題では真の解決にはつながらず、

家族や地域社会のさまざまな、いざという時にす ぐ手をさしのべて くれる保健医療福祉サー

ビスやマソパワーが、どれだけ配備 されているかにかかっているということに早 く気が付 く

必要があると考える。具体的には、地域福祉や福祉のまちづ くり運動のより抜本的な改革を

地道にコツコツ積み上げていかなければならないであろう。県は立て割 り組織のなかで、0
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部の部署にこれ ら重要課題の問題解決をさせてはならない。すべての部署が 「福祉の問題」

と関わっていることに気付 き、より実践的な制度改革を期待 したいところである。21世 紀は

まさしく 「組織の福祉化」の世紀になるのではないかと考える。

ま と め

人材の確保(雇 用)に 関わる課題と対策メニユX11)

いままで上記で示 してきた、筆者なりの考えを、多少補足すべき事項を加味 しながら以下の

ようにまとめて終章に代えたい。

当面、実施を検討すべきもの

〔資格 ・免許職の養成と定着の促進〕

○看護学校の拡充整備及び看護大学の設置にむけての検討の実施(奈 良県は看護短期大学を

構想 しているが、四年制の大学にしなければな らない)

○介護福祉士、社会福祉士確保対策の推進

〔発掘 ・登録 ・斡旋等の促進、情報の提供〕

○福祉保健にまつわる人材バソクの有効活用

○授産作業等の積極的な提供

〔待遇改善〕

○在宅介護職員(ホ ームヘルパー等)の 待遇改善

○給与改善助成

○職員の加配助成

〔労働環境等の改善〕

○福利厚生事業の充実

○福利厚生施設の整備

○業務省力化にむけての整備補助

○限 られた職場空間の使い方の検討補助

〔専門性の向上の視点から〕

○ホームヘルパー等に対す る研修制度の見直 しと拡充

○海外派遣研修への参画 と長期派遣研修代替職員の確保

○民間社会福祉施設職員の研修の充実

〔マネージメソ ト能力の向上の視点から〕

○行政、施設、その他関係機関等の共同研修(異 業種交流)

○大学等への留学研修の充実

〔健康 ・福祉に関する情報提供〕

○保健 ・医療 ・福祉のイメージアップの検討

○中高年層に対する福祉啓発の促進

○小 ・中 ・高校生の福祉教育の拡充
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〔ボラソティア活動の活性化と県民参加の促進〕

○ 「県民すべてがボラソティア!」 運動の実施

○行政職員のボラソティア活動の啓発 ・普及

○ボラソティアサロソの拡充

○ボラソティア コーデ ィネイター育成のための開発事業の促進

○ シルバーボラソテ ィアの養成

○有力新聞紙上にボラソティアにまつわるコーナーの設置運動の実施

(業種別、職種別、地域別、方法別等)

中期的(2～3年)に 検討すべきもの

〔資格 ・免許職の養成と定着の促進〕

○修学資金貸与制度の拡充

〔ボラソティア活動の活性化 と市民参加の促進〕

○企業ボラソティアの推進

おわりに

筆者は、奈良大学総合研究所 より、プロジェク ト研究、 『高齢化社会における雇用確保 ・家

族福祉のあ り方に関する研究プロジェク ト』のなかで、昨年は、 「奈良県の高齢化社会におけ

る家族福祉施策のあり方に関する研究」をまとめたところである。真の家族福祉充実のために

は、保健 ・医療及び福祉に関わる人材の問題抜 きにしては論 じることができないということか

ら、本年度のこの研究は、それまでの研究の継続的な存在でもあり、本プロジェク トの中で、

筆者が担当 した領域の最終段階の論稿でもある。本研究が、今後の県や各市町村の社会福祉及

び保健医療行政の発展に役立つな らばこれ以上の幸せはない。

本稿をまとめるに際 し、奈良県、奈良県下の各市町村の社会福祉や保健 ・医療に携わる関係

各位の方々、並びに奈良県社会福祉協議会社会福祉人材セソターの今中氏等の協力がなければ

できなかったであろう。そのなかで、特に煩わ しい統計資料の収集のお手伝いを して下さった、

当人材セソターの佐藤智子氏には厚 く感謝申し上げたい。

また、本研究をすすめる上で、本研究の柱なり、具体的な施策のあり方等をお教えください

ました、川崎医療福祉大学教授の小田兼三先生はじめ、西宮市社会福祉審議会の各先生方には

忠心より厚 く御礼申し上げたい。

最後に奈良大学社会学部の泉教授は じめ同僚、及び総合研究所の教職員の皆様方に謝辞の念

を表 したい。
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Summary

In1993,NaraPrefecturalGovernmentpublished"EldersWelfareandHealthPlanforthe21st

century"Andthisyearisthefirststeptoimplementthisplan,thoughwehaven'tyetput

intoeffectivethedevelopmentofhumanresourcespointofview.

Inthispaper,Iintroducedthreepointsofviewforconsideringthesubjectsmatterofhuman

resourcesonwelfare.Thefirstoneistheviewrelatedtothematterofquantityofhuman

resources.Thesecondoneistheviewdealingwiththequalityoftheseresources.Thethird

oneisdevelopingwelfareconsciousnessofsocialworkers.

Theinterviewofpersonswhohavebeenworkingforover5years,(veterans),wasavery

effectiveresearchmethodtocollectdataforthisstudy.

Inchapter1,Iintroducedwhythesubjectmatterofhumanresourcesisveryimportantfor

socialwelfareandhealthdevelopment.

Inchapter2,Idevelopedtheideathatforthedevelopmentofhumanresources,wemust

makeupsynthesizedpoliciesandactivitiesforemployingskillfulpersonnel.Iconsideredthree

fieldsofactivities,centralgovernment,localgovernment,andprivatesector.

Inthelastchapter,forestablishingthesehumanresourcesdevelopmentactivities,Isuggested

thatthemostimportantthingiswelfareeducationforallthecitizenstoenhancetheunderstanding

ofwelfareactivitiesineachcommunity.
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